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建災防北部分会と合同で建設現場の安全パトロールを実施しました。 

 

平成２８年７月５日、名護労働基準監督署は建設業労働災害防止協会（建災防）沖縄県支

部北部分会と合同で、建設現場の安全パトロールを実施しました。 

  

１ 重点指導事項 

・足場等の手すり・覆い、安全帯の使用などの墜落防止対策に関すること 

・重機の資格、検査の実施に関すること 

・有機溶剤業務における衛生管理に関すること 

・熱中症の予防に関すること 

 

２ パトロール結果 

 合計１４現場を巡回（うち１２現場に改善を指導）・ 

  

出発式の様子 

 

平成２８年度全国安全週間スローガン 

見えますか？ あなたのまわりの 見えない危険 

みんなで見つける 安全管理 
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